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○児童福祉法（昭和22年法律第164号）＜抜粋＞ 

〔児童福祉施設等〕 

第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携

型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心

理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。 

② この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院

する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入

所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある

児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童（以下「重症心身障害児」とい

う。）に対し行われる治療をいう。 

〔障害児入所施設〕 

第四十二条 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定

める支援を行うことを目的とする施設とする。 

一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与 

二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療 

〔児童心理治療施設〕 

第四十三条の二 児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由によ

り社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社

会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した

者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 

 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）＜抜粋＞ 

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援

護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス

事業」とは、障害福祉サービス（障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的

障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園」という。）その他厚生労働省令で

定める施設において行われる施設障害福祉サービス（施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害

福祉サービスをいう。以下同じ。）を除く。）を行う事業をいう。 

２～２７ （略） 

２８ この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、

居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。  

 


